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国産大豆の安定供給に関する懇談会 中間とりまとめ（平成17年７月）

～品目横断的政策に対応した大豆施策の展開方向～

はじめに

本懇談会は、平成12年産以降の生産・流通量の急増と価格の低落や、15年産の不作に伴

う価格の高騰等を背景とした、実需者等からの国産大豆の安定供給への要望等を踏まえ、

国産大豆の安定的な生産や取引方法等を検討するため、16年６月に設置された。

具体的には、天候等に影響されにくい生産体制を確立するとともに、生産者・実需者間

で国産大豆の安定的な取引関係を構築することが重要であるとの観点から、15年産の価格

高騰の要因について考察するとともに、

① 入札取引、契約栽培取引等の仕組みの改善による安定的な取引のあり方

② 実需者ニーズを適切に反映した品質改善のあり方

③ 生産コストの低減、栽培技術の向上による安定的な生産のあり方

等について検討を行い、同年８月に、その方向性を取りまとめたところである。

その後、本年３月25日に新たな食料・農業・農村基本計画が策定され、その中で、複数

作物の組合せによる営農が行われている水田作及び畑作については、現在品目別に講じら

れている経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、その経営の

安定を図る対策である品目横断的政策に転換する方向が示されたところである。

このため、国産大豆に対し、現在、品目別対策として講じられている大豆交付金制度及

び大豆作経営安定対策については廃止される予定である。

このことを踏まえ、本年５月、国産大豆の安定供給に配慮しつつ、品目横断的政策に対

応した流通体制等を再構築するため、本懇談会を再開し、

① 望ましい流通体制のあり方

② 品目横断的政策（うち生産量・品質に基づく支払）による支援のあり方

③ 天候等に影響されにくい安定生産のあり方

について検討を行い、その方向性を取りまとめたところである。

今後、農林水産省及び関係団体において、本中間とりまとめを踏まえ、その具体化に取

り組まれることを期待するものである。
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１ 望ましい流通体制のあり方

、 、品目横断的政策への転換に当たって 大豆交付金暫定措置法が廃止されることとなり

同法に基づく流通制度と助成措置が連動する仕組みがなくなることを踏まえ、①国産大

豆の安定供給の確保、②品目横断的政策との整合性の確保、③規制緩和の促進の３点に

留意しつつ、品目横断的政策の下での新たな流通体制のあり方について検討を行った。

（１）流通体制の改善方向

今後の望ましい流通体制の方向としては、以下のとおりである。

具体的な仕組みについては、今回の検討が品目横断的政策の全体像が明らかになっ

ていない段階で行われたものであることに留意し、今後、生産者団体、実需者団体、

農林水産省等関係者の間で更に検討を行うことが必要である。

① 周年安定供給の機能

現行の仕組みにおいては、大豆交付金暫定措置法に基づき、生産者から売渡委託

を受けて販売を行う生産者団体等が、年間・月別の集荷・販売計画を調整販売計画

として作成し、農林水産大臣による承認・公表を経て、その計画に基づき集荷・販

売等を行ってきている。このことにより、周年安定供給の実効性が確保されてきて

いる。

品目横断的政策の導入に伴い、同法が廃止される予定であることから、農林水産

大臣による承認・公表の手続きはなくなる。

しかしながら、国産大豆に係る安定的な需給関係を継続する観点から、新たな流

通体制においても、引き続き、現行制度において調整販売計画が有している周年安

定供給の機能が維持される仕組みとすることが望ましい。

、 、 、このため 生産者団体等が自主的な取組として 集荷・販売計画を策定・公表し

それに基づいた集荷・販売等を行うことが望ましい。

その際、大臣承認・公表に代わる、関係者による集荷・販売計画の調整及び実効

性の確保やその共有化のための仕組みについても、検討すべきである。

なお、周年安定供給の確保については、農林水産省においても、需給情報の提供

をはじめ、一定の関与を行うことが望ましい。

② 取引方式

国産大豆の取引については、適正な価格形成の実現や、安定的に数量を確保した

いという実需者側のニーズ等も踏まえ、引き続き、入札取引、相対取引及び契約栽

培取引の三形態により実施することが望ましい。

また、契約栽培取引については、品質向上に向けた栽培管理の改善等の取組の促
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進や安定的な需給関係の構築に資する観点から、その契約方法・内容について、数

量面・品質面及び価格の安定に対する実需者ニーズを踏まえた改善を図りつつ、一

層推進することが望ましい。

③ 販売者

本懇談会においては、特色ある産地と実需者の直接取引を推進する観点から、全

国団体を経由しない販売や生産者自らの販売も進めていくことが必要との意見があ

る一方、流通ルートの変更に伴う事務処理の煩雑化やコストアップ等の面を懸念す

るとの意見があった。

これらの意見に留意しつつ、全国団体による安定供給に加え、生産者・産地自ら

、 、が実需者ニーズを把握し 需要に応じた安定生産や販売先の拡大に取り組めるよう

流通ルートの多様化を図ることが望ましい。

なお、流通ルートの多様化に当たり、周年安定供給を損なうことのないよう、販

売者に応じ、価格形成、流通単位等について、一定のルールを設定することが望ま

しい。

④ 価格形成

ア 入札取引の場

現行の仕組みにおいては、入札取引の透明かつ適正な実施を確保するため、中

立的な第三者機関である(財)日本特産農産物協会を市場開設者とし、入札取引を

実施し、この入札取引価格を前提に、交付金制度の運用や各種取引が実施されて

きている。また、米、麦、野菜、果樹等においても市場を中心とした価格形成が

図られてきている。

このため、適正な価格形成を行う観点から、他の品目と同様、引き続き、中立

的な第三者機関による入札取引の場を設定することが望ましい。

イ 上場ルール

、 、現行の仕組みにおいては 市場評価を適切に反映した価格形成を行う観点から

市場開設者の業務規程等により、銘柄ごとに集荷数量の１／３以上の上場が義務

付けられてきている。

本懇談会においては、適正な価格形成を行うためには、引き続き、一定割合の

上場が望ましいとの意見がある一方、入札取引も販売方式の一形態との位置付け

とするのであれば、義務上場を廃止し、希望上場とすべきとの意見があった。

大豆は、米等と比べ、一銘柄当たりの流通数量が少ないことや、豊凶に伴う価

、 、格の変動が大きいこと等の固有の事情があることを踏まえ 生産者・産地に対し
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市場評価を的確に伝達するためにも、需給状況や品質評価を適正に反映した価格

形成が重要であることから、入札取引は単なる販売方式の一形態としてだけでは

なく、公正な価格形成に必要なものとして位置付けることが適当と考えられる。

このため、生産者団体等が策定する集荷・販売計画に基づき集荷される大豆に

ついて、産地品種銘柄ごとの集荷数量の一定割合を上場することが望ましい。

、 、 、なお 現在 すべての産地品種銘柄について課されている上場義務については

規制緩和を促進する観点から、一定数量に満たない産地品種銘柄の取扱い等につ

いて検討が必要である。

ウ 入札によらない取引の価格形成

現行の仕組みにおいては、入札によらない相対取引・契約栽培取引の価格につ

いては、入札取引価格を指標（取引指標価格）として、当該価格の上下おおむね

1,500円以内に設定することとされてきている。

本懇談会においては、年間を通じて、一定の額で取引を行うような定額取引な

、 。ど 事前に安定的な価格が見込まれる仕組みの導入が望ましいとの意見があった

相対取引・契約栽培取引の価格については、規制緩和の促進や安定的な需要を

確保する観点から、その決定方法について弾力化を図ることが望ましい。

⑤ 流通単位

現行の仕組みにおいては、入札取引の数量は１ロット9.6トン以上、その他の取

引の数量は１購入申込当たりおおむね20トン以上とされてきている。

本懇談会においては、流通単位は、地産地消を推進する観点から、小規模な流通

への対応のため、弾力的に運用すべきとの意見がある一方、流通単位の見直しは不

要であり、問屋の供給機能を活用することが効率的であるとの意見があった。

取引数量の基準については、これらの意見を踏まえつつ、国産大豆の流通単位の

大型化・均質化という課題にも引き続き対応する必要があることから、販売者・取

引方式に応じて設定することが望ましい。

（２）産地への情報伝達の改善

① 生産者への市場評価の早期伝達

現行では、生産者に対する販売代金の支払については、原則として、産地品種銘

、 （ ）柄ごとの共同計算により実施されており 販売期間 生産年の11月から翌年の10月

の終了後、生産年の翌年度末頃に精算され、支払われてきている。

、 、 、 、 、なお 現在 概算金については ＪＡ等への受渡の時点で ＪＡ等の立替により

大豆交付金相当額が生産者に対し支払われてきている。
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、 、 、販売代金の精算については 引き続き 一定の期間を要することが見込まれるが

生産・出荷後、販売代金の入金が遅ければ、生産者に対する市場評価の伝達が不明

確になるおそれがある。

このため、販売代金の精算を早期化すること、販売代金も含めた概算金の支払を

行うこと、その他、生産者に対し市場評価を早期に伝達できる手法等について、生

産者団体等において検討することが望ましい。

② 情報交換体制の充実・強化

現行の仕組みにおいては、実需者ニーズに沿って国産大豆を安定的に生産・販売

する観点から、生産者・実需者等で構成する「大豆の需給・価格情報に関する委員

（ ）」 、 。会 大豆情報委員会 等において 関係者間の情報交換を緊密に行ってきている

また、これらを通じて、生産者団体等は、今後の生産方針等を決定し生産者に伝

達するとともに、実需者へは、集荷・販売等に係る最新の情報が伝達されてきてい

る。

本懇談会においては、大豆情報委員会による情報の精度、提供のタイミングにつ

いては改善が進んでいるとの一定の評価がなされているものの、今後の流通ルート

の多様化などを踏まえ、その機能の一層の充実・強化が求められている。

このため、引き続き、大豆情報委員会において、情報の内容、タイミング、提供

方法等についての改善を図るとともに、生産者を含め関係者に対し、情報がより迅

速かつ的確に伝達されることが望ましい。

２ 品目横断的政策（うち生産量・品質に基づく支払）における支援のあり方

品目横断的政策への転換に際し、生産量・品質支払における支援のあり方についての

基本的な考え方は、以下のとおりである。

品目横断的政策の具体化に当たっては、今回の検討が品目横断的政策の全体像が明ら

かになっていない段階で行われたものであることに留意するとともに、他の品目との整

合性や大豆固有の問題等を踏まえ、今後、農林水産省において慎重に検討することを期

待する。

（１）支援の対象とする大豆の範囲

１において、今後の望ましい流通体制の方向性を整理したが、これを円滑に機能さ

せるためには、この流通体制と品目横断的政策における生産量・品質支払とを関連付

けることが望ましい。

本懇談会においては、生産量・品質支払における支援の対象とする大豆の範囲につ
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いて、種類を限定することは不要であり、現行では助成対象となっていない黒大豆や

種子用大豆も支援の対象とすべきとの意見があった。しかしながら、黒大豆や種子用

大豆については、流通形態や価格決定の仕組みが一般大豆と異なること、及び品目横

断的政策が内外の生産条件格差の是正を目的としていることを踏まえれば、支援の対

象とすることは適当ではないと考えられる。

また、生産量・品質支払が、捨て作り等のモラルハザードの発生を回避し、品質の

向上を目的としていることを踏まえ、一定の品位以上のものを支援の対象とすること

が望ましい。

なお、支援の対象とする品位、銘柄については、生産者団体、実需者団体等関係者

との間で更に検討を加えた上で、品目横断的政策全体の具体化において、他の品目と

の整合性等を踏まえつつ検討することが望ましい。

（２）品質向上へのインセンティブの付与

本懇談会においては、生産量・品質支払における品質格差に基づく助成水準の格差

の導入について、農産物検査による等級間格差を基本に検討すべきとの意見がある一

方、品質格差は販売価格として市場で形成されており、助成において格差を設けるこ

とは適当ではないとの意見があった。

また、現段階では、過去の作付面積等に基づく支払と生産量・品質に基づく支払の

各々の水準が明確になっておらず、品質格差導入の適否を判断し難い状況にあること

から、今後、慎重に検討すべきとの意見があった。

しかしながら、現行の交付金制度においては、生産者手取りの６割程度を占める交

付金部分が同一の単価となっている一方、販売価格は生産者手取りの４割程度にすぎ

ず、市場で形成された格差が的確に生産者に伝達されにくい状況となってきているこ

とを踏まえる必要がある。

このため、品質に着目した支援である生産量・品質支払については、当面、農産物

検査等級を基準に品質格差を設定することが望ましい。その設定については、国産大

豆の安定供給の確保にも配慮し、検討することが望ましい。

、 （ ） 、 、なお たんぱく質含量等の内部 成分 品質については 実需者からの要望があり

技術的な対応が可能であれば、これも格差の対象として検討する方向が望ましいとの

意見があった。しかしながら、実需者からは、用途が多岐にわたり、ユーザーの求め

る成分も様々であることから、格差を導入するのではなく、参考情報にとどめるべき

との意見が多くみられた。このことを踏まえ、内部（成分）品質については、取引の

際の参考とするため、情報提供体制のあり方について検討することが望ましい。
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（３）助成時期

① 支払時期の早期化

品目横断的政策の支払は、基本的に当年度内に支払われるものと考えられるが、

現行の大豆交付金制度の実態からみれば、大豆に係る生産量・品質支払は翌年度支

払となるおそれもある。

品目横断的政策への転換に当たり、大豆についても、他の品目との整合性を確保

するとともに、生産者の販売努力や、品質改善への取組を助長する観点から、支払

を可能な限り早期化することが望ましい。

② 品目横断的政策への円滑な転換

19年度から予定されている品目横断的政策への転換が円滑に行われるよう、17及

び18年産の大豆交付金についても、現行制度の下、支払時期の早期化に向けた運用

改善を図ることが望ましい。

３ 天候等に影響されにくい安定生産のあり方

国産大豆は、２年連続の不作により、価格が高騰したことから、実需者等からは生産

の安定が強く求められている。このため、新たな食料・農業・農村基本計画における生

産努力目標に掲げた、

○ 実需者の求める品種・品質の大豆を安定的に生産・供給すること

○ 生産コストを３割程度低減すること

の達成を目指し、以下に掲げる取組について、農林水産省をはじめ関係者一体となって

推進することが必要である。

（１）安定生産のための技術対策

気象等の影響を回避・低減する栽培技術、各産地の土壌条件等に適した栽培技術の

開発を加速し、産地への早期普及を図る観点から 「大豆新栽培システム３００Ａ計、

画」の一層の推進や高生産性地域水田輪作システム実証事業等による生産現場での実

証が必要である。

また、品種の育成段階における実需者の評価を踏まえつつ、各地域ごとに、それぞ

れの用途に適し、栽培特性に優れた高品質・高生産性品種の育成・普及を図ることが

必要である。

なお、産地品種銘柄については、新品種の普及を促進するため、産地において品種

特性が類似する複数の品種をまとめた銘柄として申請することについて、検討するこ

とが望ましい。
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（２）ＪＡ等が主体となった産地強化計画に即した対策の推進

実需者や消費者ニーズに即応できる産地を形成するため、産地自らによる主体的な

取組が必要である。

このため、産地が自主的に品質向上や安定生産等に向けた具体的な目標や取組内容

を検討し、これを産地強化計画として策定することを推進するとともに、その取組状

況を毎年評価し、翌年以降の取組に反映することが必要である。

おわりに

この中間とりまとめは、品目横断的政策に対応した国産大豆の望ましい流通体制のあり

方等について、３回にわたる議論を経て取りまとめたものである。

今後、施策の細部については、本中間とりまとめの方向に即し、農林水産省において慎

重に検討することが必要である。

また、品目横断的政策の全体像が明らかになった段階で、品目横断的政策下における国

産大豆の生産・流通等の姿について、本懇談会委員をはじめ、国産大豆の生産・流通・加

工・消費等の関係者への情報伝達が迅速かつ的確に行われることが重要である。

、 、新たな政策の下で 国産大豆の生産・流通等に携わる関係者がそれぞれの役割分担の下

各々の責任を明確にした上で、関係者一体となった取組により、天候等に影響されにくい

生産体制が確立され、望ましい流通体制が円滑に機能し、国産大豆の安定供給が図られる

ことを切に期待するものである。
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国産大豆の安定供給に関する懇談会の検討経過

平成１７年５月２５日（水）第５回

・前回中間取りまとめの対応状況について

・国産大豆の生産・流通の現状と課題について

・懇談会としての検討項目（案）及び検討方向（案）について

平成１７年６月１７日（金）第６回

・懇談会における検討項目と検討に当たっての留意点（案）について

・第５回懇談会における議論の概要について

平成１７年７月２２日（金）第７回

・中間取りまとめ（案）について

・第６回懇談会における議論の概要について


